
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（骨子）
令和２年５月４日 政府対策本部改定

【状況に関する事実】

●引き続き全都道府県を対象に５月３１日まで緊急事態宣言を延長

・特定警戒都道府県はこれまでと同様の取組

・それ以外の特定都道府県は、「３密」の回避を中心とした、社会経済活動の維持との両立に

配慮した取組に段階的に移行

資料２

○情報提供・共有及びまん延防止策による感染拡大速度の抑制

○サーベイランス・情報収集及び適切な医療の提供による重傷者、死亡者の発生抑制

○的確なまん延防止策及び経済・雇用対策による社会・経済機能への影響阻止

○まん延防止策を講じるにあたり、以下の点に留意しつつ、より社会経済活動の維持との両
立に配慮した取組に移行
・感染や医療提供体制状況等を踏まえ、段階的に社会経済の活動レベルを向上
・まん延の状況により、各都道府県知事が適切に判断する必要。（隣県など社会経済的に
つながりのある地域のまん延状況も留意）
・段階的に社会経済の活動レベルを上げるには、全ての住民、事業者で、感染拡大を予
防する新しい生活様式を定着させる必要。（仮に再度、感染の拡大の場合、厳しい行動
変容の要請が必要）

【全般的な方針】

【対策の実施に関する重要事項】（特定警戒以外の特定都道府県に関する主なもの）

（１） 情報提供・共有
・「新しい生活様式」の在り方の周知を追加

（２） サーベイランス・情報収集
・厚労省における患者等に関する情報把握・管理支援システムの早急な構築と活用
・厚労省における抗体保有状況に関する調査等有効なサーベイランスの仕組み構築
・都道府県は県下の感染状況について、リスク評価を実施

（３） まん延防止
１）外出自粛（職場への出勤を除く）
不要不急の帰省や旅行等、都道府県をまたいだ移動の自粛、繁華街の接待を伴う飲食店等へも、引き

続き外出自粛

上記以外の外出は、「三つの密」を徹底的に回避し、手洗いや社会的距離確保等、

基本的な感染対策を継続し、感染拡大を予防する新しい生活様式を徹底

２）催物（イベント等）の開催制限

クラスターが発生するおそれがあるものは、開催の自粛を要請

特に、全国的かつ大規模な催物等は、リスク対応が整わない場合、中止又は延期を要請。

感染防止策を講じた上での比較的少人数のイベント等については、リスクの態様に応じて

適切に対応

３）施設の使用制限等（ ２）イベント、５）学校を除く）
・法第２４条第９項に基づく施設の使用制限等の要請等について、感染拡大の防止及び社会

経済活動の維持の観点から、地域の実情に応じて判断

・各都道府県知事の適切な判断により、博物館、美術館、図書館、屋外公園等は開放するこ

とも検討可能



・現にクラスターが多数発生しているような施設や、「３密」のある施設は、地域の感染状況

等を踏まえ、施設の使用制限の要請等を行うことを検討

・クラスターの発生が見られない施設については、「入場者の制限や誘導」「手洗いの徹底や

手指の消毒設備の設置」「マスクの着用」等の要請の他、「３密」を徹底的に回避したり、室

内の換気や人と人との距離を適切にとる等、基本的な感染対策の徹底等を施設管理者に

対して強く働きかけ

・特定の施設等に人が集中するおそれがある場合、当該施設に対して入場者の制限等の適

切な対応を要請

・事業者及び関係団体は、業種や施設の種別ごとにガイドラインを作成する等、自主的な感

染防止のための取組を実施

４）職場への出勤等、５）学校等の取扱い、６）水際対策、７）クラスター対策の強化

８）その他共通的事項等 は大きな変更なし

（４） 医療

・「重症化防止」に重点を置いた医療提供体制の確保のため、軽症者は宿泊療養を基本とし、

都道府県はホテル等の施設確保に努めるとともに、国はそれを支援

・ 外来診療・検査体制の確保のため、集中的に検査を実施する「地域外来・検査センター」

の設置を推進。大型テントやプレハブ、ドライブスルー方式による診療を行うことで効率的

な体制を確保

（５） 経済・雇用対策

・令和２年度補正予算を含む「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」 （令和２年４月20日

閣議決定）の各施策を、国・地方を挙げて迅速かつ着実に実行

（６） その他重要な留意事項

１）人権等への配慮、社会課題への対応等

・メンタルヘルスへの影響、配偶者からの暴力や児童虐待、倒産、失業、自殺等

・社会的に孤立しがちな方の生活、高齢者等の健康維持・介護サービス確保

・尊厳を持ってお別れ、火葬等が行われるための適切な方法について周知

２）物資・資材等の供給、３）関係機関との連携の推進、４）社会機能の維持、

５）緊急事態宣言後の取組、 ６）その他 は大きな変更なし


